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規則第規則第規則第規則第７７７７号号号号    

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月１７日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部を改正する規則 

 職員の勤務時間、休暇等に関する規則（平成７年規則第６号）の一部を次のように改正する。 

別表第２第１７号中「職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、職員が当該住居の復旧作業等

のため」を「次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が」に、「認められる場

合」を「認められるとき。」に改め、同号に次のように加える。 

イ 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時

的に避難しているとき。 

ロ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している

場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。    

別表第２第１９号中「災害時において」を「災害又は交通機関の事故等に際して」に改める。 

   附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

 

規則第規則第規則第規則第１０１０１０１０号号号号    

 大和高田市会計規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市会計規則の一部を改正する規則 

 大和高田市会計規則（平成１１年規則第５９号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

「 

財産管理

課 

課長及

び参事 

市有地等の貸付金の収納 

庁舎等に係る使用料の収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

 

                                      」を 

「 

財産管理

課 

課長 市有地等の貸付金の収納 

庁舎等に係る使用料の収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

 

                                     」に、 

「市民税グループ係長」を「市民税係長」に、「クリーンセンター企画総務課」を「クリーンセンタ

ー企画整備課」に、 

「 

下水道課 課長及

び参事 

公共下水道に係る使用料の収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

 

                                      」を 

規規規規    則則則則    
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「 

下水道課 課長 公共下水道に係る使用料の収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

 

                                     」に、 

「 

クリーン

センター 

課長 所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

 

美化推進

課 

   

クリーン

センター

環境整備

課 

課長 所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

 

                                      」を 

「 

クリーン

センター

美化推進

課 

課長 所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

 

                                      」に、 

「 

学校教育

課 

課長 幼稚園及び児童ホームに係る保育料

の収納 

 

小・中学校等に係る使用料の収納そ

の他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

所属職員（指導

主事及び栄養士

を除く。） 

幼稚園長 

                                      」を 

「 

学校教育

課 

課長 幼稚園及び児童ホームに係る保育料

の収納 

小・中学校等に係る使用料の収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

学校教育係に所

属する職員（指

導主事を除く。） 

幼稚園長 

 参事 高校の授業料等使用料の収納 

高校の入学考査及び入学料等に係る

手数料の収納 

商業高校事務係

長 

  その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

 

                                      」に、 

「公民館係長」を「公民館配属の職員」に、 

「 

青少年課 課長 所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

  

商業高校

事務管理

課長 高校の授業料等使用料の収納 

高校の入学考査及び入学料等に係る

管理係長 
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課 手数料の収納 

その他所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

                                      」を 

「 

青少年課 課長 所管に係る収入の収納 

所管に係る物品の出納・保管 

  

                                      」に改める。 

   附 則 

 この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

 

訓令第訓令第訓令第訓令第４４４４号号号号    

 大和高田市住民情報システム等再構築推進委員会設置要綱の一部を改正する訓令を次のように定め

る。 

  平成２３年４月１１日 

                      大和高田市長 吉 田 誠 克   

 

   大和高田市住民情報システム等再構築推進委員会設置要綱の一部を改正する訓令 

 大和高田市住民情報システム等再構築推進委員会設置要綱（平成２２年訓令第９号）の一部を次の

ように改正する。 

 第３条第３項中「企画政策部長」を「改革推進局理事及び企画政策部長」に改める。 

 附 則 

 この訓令は、告示の日から施行し、平成２２年５月１７日から適用する。 

 

 

 

告示第告示第告示第告示第４１４１４１４１号号号号    

 大和高田市障害者職場実習実施要綱を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

     大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市障害者職場実習事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、障害者の就労能力を促進し、障害者就労に対する事業主の理解と関心を深める

ことにより、障害者の就職促進を図るため、就職を希望する障害者に対し、就業体験の機会を提供

する職場実習事業（以下「実習」という。）を実施することについて必要な事項を定めるものとす

る。 

（実習対象者） 

第２条 この実習を利用できる対象者（以下「実習生」という。）は、市内に居住し、実習を受けるこ

とが可能な状態にある障害者で、次の各号に掲げるいずれかの施設（以下「支援機関」という。）

における利用者、在校生又は登録者とする。 

（１） 障害福祉サービス事業所 

（２） 特別支援学校 

（３） 障害者就業・生活支援センター 

告告告告    示示示示    

訓訓訓訓    令令令令    
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２ 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、中和地区３市１町障害者自立支援協

議会を構成する市又は町（以下「協議会構成市町」という。）に居住する者を実習生とすることが

できる。 

（実習場所） 

第３条 実習を実施する場所は、市役所又は市の施設（以下「本市の施設」という。）とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、本市の施設において実習を受けることができない特別の事由

がある実習生については、協議会構成市町に対して当該実習生の受入れを要請するものとする。 

（受入先の決定） 

第４条 実習生の受入先は、社会福祉課長及び人事課長において調整し、決定するものとする。ただ

し、前条第２項の規定により協議会構成市町が実習生を受け入れることとなった場合は、この限り

でない。 

（実習期間等） 

第５条 実習生の１回当たりの実習期間は、原則として３日間とする。ただし、実習生の状態及び実

習業務の内容等により、実習期間を５日間まで延長できるものとする。 

２ 実習時間は、原則として午前９時から午後５時まで（正午から午後１時までは休憩時間）とする。 

 （実習内容） 

第６条 実習内容は、実習生の障害の程度及び受入先における所管業務等を勘案し、受入先の所属長

が、実習生の健康及び安全に配慮の上、決定するものとする。 

（指導員の指名） 

第７条 受入先の所属長は、実習を実施するに当たり、実習総括指導員（実習生への指導を総括する

職員をいう。）及び実習指導員（実習生への指導を担当する職員をいう。）を指名するものとする。 

（支援者の配置） 

第８条 市長は、実習生の特性及び実習業務の内容等を考慮し、支援機関と協議の上、受入先に支援

機関の職員（以下「支援者」という）を配置できるものとする。 

（実習の申込等） 

第９条 実習を希望する者は、特別支援学校又は障害者就業・生活支援センターを通して、職場実習

申込書（様式第１号）を市長に提出するものとする。 

（実習確認書の締結） 

第１０条 市長は、前条の規定による申込みがあった場合は、内容を審査の上、実習受入れの適否を

決定するものとする。 

２ 前項の規定により受入れを承認した場合は、市、実習生又は保護者、支援機関との間で職場実習

確認書（様式第２号）を締結するものとする。 

 （実習生の身分等） 

第１１条 実習期間中において、実習生と市との間には、雇用関係その他の身分関係は一切生じない

ものとする。 

（賃金等） 

第１２条 実習生に対しては、賃金及び諸手当等は一切支給しないものとする。 

 （実習中の事故等の対応） 

第１３条 実習生は、実習中の事故等に備え、あらかじめ傷害保険及び賠償責任保険（以下「保険」

という。）に加入するものとする。 

２ 実習中の事故等については、実習生が加入する保険で対応するものとする。 

３ 実習生の通勤途上の事故等については、市は一切その責を負わないものとする。 

 （守秘義務） 

第１４条 実習生及び支援者は、実習中に知り得た情報及び秘密を他に漏らしてはならない。その実

習を終了した後も、同様とする。 
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 （関係機関との連携） 

第１５条 市は、実習の実施に際し、実習生や支援機関等と相互の情報交換及び連携を図り、実習の

円滑かつ効果的な運営に努めるものとする。 

 （庶務） 

第１６条 実習において、実習生や支援機関との調整等の庶務は、社会福祉課において処理するもの

とする。 

（補則） 

第１７条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

告示第告示第告示第告示第４７４７４７４７号号号号    

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、平成２３年３月３１日付

けで専決処分した予算の要領は次のとおりです。 

  平成２３年３月３１日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第７号） 

２ 平成２２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号） 

３ 平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

４ 平成２２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号） 

   平成２２年度大和高田市一般会計補正予算（第７号）専決処分 

平成２２年度大和高田市の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２７２，０１３千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ２５，４４９，７５１千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費） 

第２条 地方自治法第２１３条第１項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費

は、「第２表 繰越明許費」による 

（地方債の補正） 

第３条 地方債は、「第３表 地方債補正」による。 
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平成２３年５月１０日（火）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６８号 

 11

 

   平成２２年度大和高田市国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号）専決処分 

 平成２２年度大和高田市の国民健康保険天満診療所特別会計補正予算（第２号）は、次に定めると

ころによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１，９００千円を増額し、歳入歳出予算の総額を歳

入歳出それぞれ１３７，４１０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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   平成２２年度大和高田市下水道事業特別会計補正予算（第５号）専決処分 

 平成２２年度大和高田市の下水道事業特別会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３，６００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ２，１２８，９５３千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （地方債の補正） 

第２条 地方債は、「第２表 地方債補正」による。 
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   平成２２年度大和高田市介護保険事業特別会計補正予算（第４号）専決処分 

平成２２年度大和高田市の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１６０，０００千円を減額し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ４，２５９，２５５千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額

は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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告示第告示第告示第告示第５１５１５１５１号号号号    

    住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条の規定に基づき、次の者を職権により消除した

ので、住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令２９２号）第１２条第４項の規定により告示する。 

なお、この処分に不服のある者は、処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に、

大和高田市長に対し異議申立てをすることができると共に、当該異議申立ての決定に不服があるとき

は、その決定のあったことを知った日の翌日から起算して３０日以内に、奈良県知事に対し審査請求

をすることができる。 

  平成２３年４月４日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

記 

１.職権消除日     平成２３年４月４日 

２.職権消除される者  市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

    告示告示告示告示第第第第５２５２５２５２号号号号    
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 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６２条第１項の規定による都市計画事業の事業計画の

変更図書の写しの送付を受けたので、同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２

項の規定により、次のとおり公衆の縦覧に供する。 

  平成２３年４月１２日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 施行者の名称 

   大和高田市  

２ 都市計画事業の種類及び名称 

   大和都市計画下水道事業大和高田市流域関連公共下水道  

３ 事業施工期間 

      昭和５４年３月２３日から平成３０年３月３１日 

４ 事業地 

（１）収用の部分 

      なし 

（２）使用の部分 

      昭和５４年３月奈良県告示７９６号、昭和５９年３月奈良県告示第８８２号、昭和６３

年８月奈良県告示第２８８号、平成２年４月奈良県告示第２２号、平成３年１月奈良県

告示第５００号、平成６年６月奈良県告示第１５７号、平成１０年４月奈良県告示第３

７号、平成１６年１２月奈良県告示第４５１号及び平成１９年６月奈良県告示１２１号

のうち大字神楽、大字築山、大字野口、大字池田及び大字有井の各一部を変更し、栄町、

西三倉堂二丁目、東中二丁目及び曽大根一丁目を事業地に加える。 

５ 都市計画事業認可図書の縦覧 

   縦覧場所 大和高田市上下水道部下水道課 

   縦覧期間 平成２３年４月１２日から平成３０年３月３１日まで 

 

告示第告示第告示第告示第５３５３５３５３号号号号    

 大和高田市自転車等の安全利用に関する条例（平成５年条例第１９号）第１０条第３項の規定によ

り利用者又は所有者からの引取りのない自転車等を次のとおり処分しますので、大和高田市自転車等

の安全利用に関する条例施行規則（平成５年規則第３３号）第５条の規定により告示します。 

  平成２３年４月１８日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．処分の根拠 

  移動日から６０日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

２．処分対象自転車等の保管場所 

  大和高田市曽大根 

  大和高田市高架下自転車保管所 

３．処分年月日 

  平成２３年４月３０日 

４．処分対象自転車等の移動年月日 

  平成２３年１月１２日、同月１３日、同月１８日、同月２０日、同月２４日、同月２６日、同月 

  ３１日 

 

告示第告示第告示第告示第５４５４５４５４号号号号    

 大和高田市法令遵守推進条例（仮称）策定市民会議設置要綱を次のように定める。 

  平成２３年４月２１日 
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大和高田市長 吉 田 誠 克   

   大和高田市法令遵守推進条例（仮称）策定市民会議設置要綱 

 （設置） 

第１条 大和高田市法令遵守推進条例（仮称）の策定に向けて必要な協議を行うため、大和高田市法

令遵守推進条例（仮称）策定市民会議（以下「市民会議」という。）を設置する。 

 （所掌事務） 

第２条 市民会議の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。 

 （１） 大和高田市の現状把握 

 （２） 条例素案の検討及び条例案の策定 

 （委員の定数及び選任） 

第３条 市民会議の委員は１０人以内とし、次に掲げるもののうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

 （１） 公募による市民代表者 

 （２） 学識経験を有する者 

 （３） 市職員 

 （委員の任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第２条の所掌事務を終えるまでの間とする。ただし、

委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第５条 市民会議に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、委員の互選により選出し、副会長は会長が指名する。 

３ 会長は、会務を総括し、市民会議を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理す

る。 

 （会議） 

第６条 市民会議の会議は、会長が必要に応じて招集し、会長が議長となる。 

２ 市民会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、市民会議に委員以外の者の出席を求め、意見を述べさせ、

又は説明を聴くことができる。 

４ 市民会議の会議は、原則公開とする。ただし、会議を非公開とする必要がある場合には、委員の

過半数の同意により、会長は会議を非公開とすることができる。 

 （報償） 

第７条 会議に出席した委員及び会長の求めに応じて会議に出席した者に対し、予算の範囲内におい

て報償金を支払う。ただし、その者が市職員その他の公務員である場合は、この限りでない。 

 （市職員の委員の役割） 

第８条 市職員である委員は、市民会議が大和高田市の現状を把握し、条例案を策定するために必要

な情報の提供を行うとともに、市民会議の円滑な運営に努めなければならない。 

 （庶務） 

第９条 市民会議の庶務は、企画政策部企画法制課において処理する。 

 （委任） 

第１０条 この告示に定めるもののほか、市民会議の運営に関し必要な事項は、会長が市民会議に諮

って定める。 

   附 則 

（施行期日等） 

１ この告示は、平成２３年５月３０日から施行する。 

（会議の招集の特例） 
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２ 市民会議の最初の会議は、第６条第１項の規定にかかわらず、市長が招集する。 

 

 

公告第公告第公告第公告第４６４６４６４６号号号号    

 大和高田市自動車臨時運行許可に関する取扱規則（昭和５７年規則第２１号）の規定により、次の

自動車臨時運行許可番号標を無効としたので公告します。 

  平成２３年４月４日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

○ 臨時運行許可番号標番号 

３３－７５ 

 

公告第公告第公告第公告第４７４７４７４７号号号号    

下記の業務について、条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき、

次のとおり公告します。 

  平成２３年４月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１．入札に付する事項 

（１） 業 務 名 称  平成２３年度大和高田市立学校外国語教育推進事業業務委託 

（２） 業 務 内 容  別紙「仕様書」のとおり 

（３） 業務発注部署  大和高田市教育委員会 学校教育課 

２．参加資格要件 

この競争入札に参加することができる者は、本件入札に係る仕様書の交付日、入札日において、

次に掲げる要件をすべて満たしているものとします。 

 （１）法人その他の団体であること。 

  ア 団体は、複数の団体により構成された組織・グループ（以下「グループ」という。）でも申請

できる。 

イ 単独で申請する団体は、他のグループの構成団体となって申請することはできない。 

  ウ グループで申請する団体の構成団体は、単独又は他のグループの構成団体となって申請する

ことはできない。 

  エ グループで申請する団体は、代表団体を定めるものとし、代表団体及び構成団体を変更する

ことは、原則として認めない。 

 （２）申請団体（グループ申請の場合の代表団体及び構成団体を含む。以下同じ）が、次のいずれ

にも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する団体 

  イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）等の規

定に基づき更正又は再生手続開始の申立がなされていない団体 

ウ 法人税、消費税及び地方消費税等の税金を滞納している団体 

 （３）申請団体の役員に次のいずれかに該当する者が含まれていないこと。 

ア 破産者で復権を得ない者 

  イ 禁固刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるま

での者 

  ウ 暴力団による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２項に規

定する暴力団員及びその利益となる活動を行ったことがある者 

 （４）業務拠点に関する要件 

公公公公    告告告告    
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  ア 奈良県内に営業拠点を有する者でなければならない。 

 （５）入札参加者の業務実績に関する要件 

  ア 入札参加者は、本市同等規模（人口７万人）以上の地方公共団体で過去３年以上引き続き業

務の実施経験があり、現在も受託していること。 

 （６）本市において「物品購入等競争入札参加資格（役務の提供業務代行）」登録業者であること。 

 （７）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく資格停止措置を

受けている期間中の者でないこと。 

３．仕様書その他提出書類の取得 

平成２３年４月６日より市のホームページで取得可能です。また、大和高田市教育委員会学校

教育課でもお渡しできます。（郵送不可） 

４．仕様書等に関する質問及び回答 

（１） 仕様書等に関する質問 

①質 問 先      大和高田市 環境建設部 契約監理室 

②質問期間  平成２３年４月６日（水）～４月１４日（木）の午前８時３０分から午後５時

００分までの受信分のみ。（土曜日及び日曜日を除く。） 

③質問方法  ＦＡＸのみ （０７４５）４９－００５３ 

（２） 質問に対する回答 

①回 答 日       平成２３年４月１５日（金） 

②回 答 方 法       ＦＡＸにて質問者に回答します。 

５．入札参加資格確認申請書提出について 

（１） 受付方法  持参で行う。 

（２） 提出場所  奈良県大和高田市大字大中１００番地の１ 

大和高田市庁舎(別棟) 契約監理室 

（３） 提出期間  平成２３年４月１２日（火）の午後５時００分までとする。（土曜日及び日

曜日を除く。） 

（４） 提出書類  入札参加資格確認申請書（市指定様式）に記入、押印のうえ、上記２（５）

に記す３年以上の受託実績を提出してください。また受託実績を証する契約書

の写し等書類（受託実績が複数ある場合は、直近のもの２件）を添付してくだ

さい。 

６．入札参加資格確認結果通知日 

申請書提出日から２日以内に郵送により通知します。（土曜日及び日曜日を除く。） 

７．入札を執行する場所及び日時等 

（１） 入札執行場所  奈良県大和高田市大字大中１００番地の１ 

大和高田市庁舎（別棟）２階会議室 

（２） 入 札 日 時        平成２３年４月１９日（火）午後１時３０分 

（３） 必 携 書 類        一般競争入札参加資格決定通知書 

            代表者が入札の権限を委任する場合は委任状 

８．入札書の記載 

入札金額は、消費税及び地方税を含む合計額を記載しなければならない。 

９．送付等による入札の可否 

郵送、電信その他持参以外のものは認めない。 

１０．入札保証金及び契約保証金に関する事項 

（１） 入札保証金  免除とする。 

（２） 契約保証金  免除とする。 

１１．無効入札に関する事項 
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次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。 

（１） 入札に参加する資格のない者のした入札 

（２） 郵送等による入札 

（３） 入札書に入札者の記名押印を欠く入札 

（４） 入札書記載の重要な文字及び数字の誤落等により必要な事項が確認できない入札 

（５） 同一入札について入札者又はその代理人によりなされた２以上の入札のすべて 

（６） 入札に関し談合等の不正行為をした入札 

（７） 入札に際して公正な入札の執行を害する行為をなした者の入札 

（８） 入札書記載の金額を加除訂正した入札 

１２．落札者の決定 

（１） 落札者の決定は、本市の予定価格以内で最低の価格（入札書記載の金額）をもって入札し

た業者を落札者とします。 

（２） 落札者となるべき価格の入札者が２人以上ある場合は、くじにより決定します。 

（３） 全入札書の中で最低の価格が予定価格を超過した場合は、その場で直ちに１回に限り「再

度入札」を行い、予定価格以内で最低の価格をもって入札した業者を落札者とします。 

１３．開札結果 

落札者が決定後、大和高田市ホームページにて公表する。 

１４．その他必要な事項 

（１） 詳細は、仕様書による。 

（２） 入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、

見積もった契約金額(消費税等を含む額)の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記

載すること。(１円未満の端数があるときは、切り捨てるものとする。)落札者決定にあたっ

ては、入札書に記載された金額に当該金額の５％に相当する額〔消費税等〕を加算した金額

をもって落札価格とする。 

（３） この公告に定めるもののほか、入札及び契約に関し必要な事項については、地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）、地方自治法施行令及び大和高田市契約規則によるものとする。 

（４） 入札において、事故が起きたときや不正な行為があると認めたときは、入札を中止し、又

は延期する場合がある。 

１５．この入札公告に関する担当部署 

大和高田市 環境建設部 契約監理室 

住 所  奈良県大和高田市大字大中１００番地の１ 

ＴＥＬ  ０７４５－２２－１１０１（内線６７０） 

ＦＡＸ  ０７４５－４９－００５３ 

 

公告第公告第公告第公告第４８４８４８４８号号号号    

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第

１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を次のとおり縦覧に供します。 

  平成２３年４月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 変更に係る都市計画の種類 

   大和都市計画高度地区 

２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市)市街化区域内 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
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   大和高田市環境建設部都市計画課 

４ 縦覧期間 

   平成２３年４月６日から平成２３年４月２０日までの午前８時３０分から午後５時まで。ただ

し、土曜・日曜日は除く。 

５ 意見書の提出要領 

   この都市計画の案について意見書を提出しようとする者は、本案についての意見の要旨及びそ

の理由を具体的に記載し、住所、氏名及び職業を併記した文書１通を市長宛とし、大和高田市環

境建設部都市計画課に平成２３年４月２０日までに必着するよう提出すること。 

 

公告第公告第公告第公告第４９４９４９４９号号号号    

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第

１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を次のとおり縦覧に供します。 

  平成２３年４月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 変更に係る都市計画の種類 

   大和都市計画準防火地域 

２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市)市街化区域内 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

４ 縦覧期間 

   平成２３年４月６日から平成２３年４月２０日までの午前８時３０分から午後５時まで。ただ

し、土曜・日曜日は除く。 

５ 意見書の提出要領 

   この都市計画の案について意見書を提出しようとする者は、本案についての意見の要旨及びそ

の理由を具体的に記載し、住所、氏名及び職業を併記した文書１通を市長宛とし、大和高田市環

境建設部都市計画課に平成２３年４月２０日までに必着するよう提出すること。 

 

公告第公告第公告第公告第５０５０５０５０号号号号    

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、都市計画を決定したいので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第

１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を次のとおり縦覧に供します。 

  平成２３年４月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 変更に係る都市計画の種類 

   大和都市計画地区計画（神楽・池尻地区） 

２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市)市街化区域内 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

４ 縦覧期間 

   平成２３年４月６日から平成２３年４月２０日までの午前８時３０分から午後５時まで。ただ

し、土曜・日曜日は除く。 

５ 意見書の提出要領 
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   この都市計画の案について意見書を提出しようとする者は、本案についての意見の要旨及び 

  その理由を具体的に記載し、住所、氏名及び職業を併記した文書１通を市長宛とし、大和高田 

  市環境建設部都市計画課に平成２３年４月２０日までに必着するよう提出すること。 

 

公告第公告第公告第公告第５１５１５１５１号号号号    

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、都市計画を決定したいので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第

１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を次のとおり縦覧に供します。 

  平成２３年４月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 変更に係る都市計画の種類 

   大和都市計画地区計画（菅原地区） 

２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市)市街化区域内 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

４ 縦覧期間 

   平成２３年４月６日から平成２３年４月２０日までの午前８時３０分から午後５時まで。ただ

し、土曜・日曜日は除く。 

５ 意見書の提出要領 

   この都市計画の案について意見書を提出しようとする者は、本案についての意見の要旨及びそ

の理由を具体的に記載し、住所、氏名及び職業を併記した文書１通を市長宛とし、大和高田市環

境建設部都市計画課に平成２３年４月２０日までに必着するよう提出すること。 

 

公告第公告第公告第公告第５２５２５２５２号号号号    

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項の規定において準用する同法第１９条第

１項の規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項の規定において準用する同法第

１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を次のとおり縦覧に供します。 

  平成２３年４月６日 

大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 変更に係る都市計画の種類 

   大和都市計画生産緑地地区 

２ 変更に係る都市計画を定める土地の区域 

   大和都市計画(大和高田市)市街化区域内 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

   大和高田市環境建設部都市計画課 

４ 縦覧期間 

   平成２３年４月６日から平成２３年４月２０日までの午前８時３０分から午後５時まで。ただ

し、土曜・日曜日は除く。 

５ 意見書の提出要領 

   この都市計画の案について意見書を提出しようとする者は、本案についての意見の要旨及びそ

の理由を具体的に記載し、住所、氏名及び職業を併記した文書１通を市長宛とし、大和高田市環

境建設部都市計画課に平成２３年４月２０日までに必着するよう提出すること。 

 

公告第５３号 
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次のとおり条件付き一般競争入札を行いますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）

第１６７条の６第１項及び大和高田市契約規則（平成１１年規則第９号）第７条の規定に基づき公告

します。 

  平成２３年４月２２日 

                             大和高田市長 吉 田 誠 克   

１ 件  名 大和高田市立病院清掃業務委託 

２ 履行場所 大和高田市立病院 

３ 履行期間 平成２３年６月１日から平成２５年５月３１日まで 

４ 履行内容 仕様書のとおり 

５ 入札参加 

 資格要件 

次に掲げるすべての要件を満たしていること。 

（１）地方自治法施行令第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

（２）大和高田市入札参加資格停止措置要綱（平成２１年告示第８０号）に基づく

資格停止措置を受けていない者であること。 

（３）大和高田市が締結する契約からの暴力団関係業者の排除措置要綱（平成１５

年告示第２５号）第２条第４号又は第５号に該当する者でないこと。 

（４）平成２３・２４・２５年度本市競争入札参加資格者名簿（清掃・警備・建物

管理等業務）に種目「清掃」で登録していること。 

（５）大和高田市内に本店を有する者であること。 

（６）医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）第９条の１５に定める基準

に適合する者であること。 

（７）医療法施行規則第９条の１５第１号の受託業務の責任者（以下「受託責任者」

という。）を専任で配置できる者であること。ただし、受託責任者は、次の（ア）

又は（イ）に該当する者でなければならない。 

（ア）病院清掃受託責任者 

社団法人全国ビルメンテナンス協会の病院清掃受託責任者講習会を修了した

者 

（イ）清掃作業監督者（ただし、次の経験を有するもの） 

清掃作業監督者の国家資格を有し、医療法（昭和２３年法律第５号）の規定

に基づく病院での清掃業務を含む清掃業務に３年以上の経験を有する者 

６ 競争入札

参加資格の

申請 

本件競争入札に参加しようとする者は、次に掲げるとおり条件付き一般競争入札

参加資格確認申請書（以下｢申請書」という。）及び資料を提出し、競争入札参加資

格についての確認を受けなければなりません。また、期限までに申請書等を提出し

ない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、競争入札に参加することが

できません。 

（１）申請書は本市指定様式によるものとします。様式については、大和高田市ホ

ームページの「入札情報」欄に掲載（ダウンロード可能）しています。 

（２）上記「５ 入札参加資格要件」の（７）については、受託責任者として配置

予定の者の資格を有することを証する次の書類を提出してください。 

（ア）病院清掃受託責任者 

病院清掃受託責任者講習修了証書の写し 

（イ）清掃作業監督者 

清掃作業監督者に係る講習の修了証書の写し及び医療法の規定に基づく病院

での清掃業務を含む清掃業務に３年以上の経験を有する者であることを入札参

加資格者が証する書面 

（ウ）病院清掃受託責任者又は清掃作業監督者が、常勤職員である証明書（雇用

保険被保険者資格取得確認通知書又は社会保険加入証明書の写し） 

（３）申請書等の提出は、持参に限るものとし、郵送又はＦＡＸによるものは受け

付けません。 

（４）受付期間   平成２３年４月２２日（金）から平成２３年４月２７日（水）

まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 
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（５）受付時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（６）受付場所   大和高田市大中１００番地の１ 

        大和高田市役所 環境建設部 契約監理室（本庁舎南隣） 

７ 競争入札

参加資格の

確認通知 

競争入札参加資格の確認は、申請書等の提出期日をもって行うものとし、その結

果は、郵送により通知します。 

（１）郵送日   平成２３年４月２８日（木）まで（随時） 

（２）競争入札参加資格を認めた場合の通知 

 参加資格を認めた者に対しては、条件付き一般競争入札参加資格確認通知書

及び入札通知書を送付する。 

（３）競争入札参加資格を認めなかった場合の通知 

 参加資格を認めなかった者に対しては、その理由を付した通知書を郵送する。 

８ 入札説明

書（仕様書）

等の配布 

入札説明書（仕様書）等の配布は、次のとおり行います。 

（１）配布の期間   平成２３年４月２２日（金）から平成２３年４月２７日（水） 

 まで。ただし、土曜日及び日曜日を除きます。 

（２）配布の時間   午前８時３０分から午後５時１５分まで 

（３）配布の場所   大和高田市大中１００番地の１ 

         大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 （本庁舎南隣） 

（４）費用の負担   配布に係る費用は、頂きません。 

９ 入札説明

書（仕様書）

についての

質疑応答 

入札説明書（仕様書）についての質疑及び応答は、別紙の質疑応答票によりＦＡＸ

で、次のとおり行います。 

（１）受付期間   平成２３年４月２２日（金）から平成２３年５月２日（月） 

 まで 

（２）受付時間   午前８時３０分から午後４時まで 

（３）送信先    大和高田市役所 環境建設部 契約監理室 

        ＦＡＸ ０７４５－４９－００５３ 

（４）回答期日   平成２３年５月６日（金）午後５時まで 

１０ 入札執

行の場所

及び日時 

入札書の開札は、次のとおり行います。 

（１）日時   平成２３年５月１０日（火）午後２時００分から 

（２）場所   中和広域消防 高田消防署 ２階会議室 

１１ 入札書 

  への記載 

入札書へは、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である

かを問わず、契約希望金額の１０５分の１００に相当する金額を記載してください。 

１２ 入札保 

  証金 

免除します。 

１３ 入札の 

  無効 

無効の入札については、次のとおりとします。 

（１）大和高田市契約規則第１２条の規定に該当する入札 

（２）公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者及び虚偽の申請を

行った者の入札並びに入札に関する条件に違反した入札 

（３）競争入札の参加資格があることを確認された者であっても、入札時点におい

て５に示した参加資格要件を満たさなくなったもののした入札 

１４ 落札者 

  の決定 

落札者は、予定価格の制限の範囲内において最低の価格をもって入札を行った者

とします。 

１５ 契約保 

  証金 

免除します。 

１６ 最低制

限価格 

設定しません。 

１７ 開札結 

  果等の公 

  表 

開札結果及び契約内容は、落札者が決定後、契約監理室において一般の閲覧に供

するとともに、開札結果を大和高田市ホームページで公表します。 

１８ その他 （１）大和高田市入札者心得に準拠する。 

（２）天災その他やむを得ない事由により開札を行うことができないときは、開札

を中止します。 

（３）詳細は入札説明書（仕様書）によります。 
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議会告示第議会告示第議会告示第議会告示第１１１１号号号号    

 大和高田市議会政務調査費の交付に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 

  平成２３年 ３月３１日 

                              大和高田市議会 

                                 議長 朝 井 啓 祐   

   大和高田市議会政務調査費の交付に関する規程の一部を改正する告示 

 大和高田市議会政務調査費の交付に関する規程（平成１３年議会告示第１号）を次のように改正す

る。 

 様式第１号中 

「会 派 名 

 代表者氏名」を 

「氏名」に改める。 

 様式第２号中「文 書 番 号」を「第   号」に改め、「会派代表者」を削る。 

 様式第３号中 

「会 派 名 

 代表者氏名」を 

「氏名」に改める。 

   附 則 

 この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第７７７７号号号号    

 大和高田市文化会館施設使用料等の歳入の徴収を委託しましたので、大和高田市会計規則第１７条

の３第１項の規定により告示します。 

  平成２３年４月１日 

                             大和高田市教育委員会 

                                委員長 村 井 善 治   

１ 受託者の住所及び氏名 

  橿原市醍醐町２９６番地の１ 

  アスカ美装株式会社 

  代表取締役 森脇信之 

２ 委託した事務の範囲 

  大和高田市文化会館における以下の料金徴収事務 

（１） 大和高田市文化会館施設使用料 

（２） 大和高田市文化会館附属設備使用料 

（３） 大和高田市文化会館入場料 

（４） 複写機使用料 

（５） 大和高田市文化会館友の会年会費 

３ 委託した期間 

  平成２３年４月１日から平成２３年６月３０日まで 

 

教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第８８８８号号号号    

 大和高田市教育委員会４月定例委員会を下記のとおり招集する。 

議議議議    会会会会    

教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会    
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  平成２３年４月７日 

                             大和高田市教育委員会 

                                委員長 村 井 善 治   

記 

 日 時  平成２３年４月１３日（水）午後２時００分～ 

 場 所  さざんかホール ４階 会議室 

 議 案  第１号 後援願いについて 

第２号 その他 

 

教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第教育委員会告示第９９９９号号号号    

 大和高田市教育委員会５月定例委員会を下記のとおり招集する。 

  平成２３年４月２６日 

                             大和高田市教育委員会 

                                委員長 村 井 善 治   

記 

 日 時  平成２３年５月２日（月）午後２時００分～ 

 場 所  中央公民館 ２階 会議室 

 議 案  第１号 大和高田市文化財保護審議委員委嘱（案）について 

第２号 後援願いについて 

第３号 その他 

 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３６３６３６３６号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年４月７日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１. 日 時  平成２３年４月１６日（土）午前９時００分 

２. 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

        大和高田市役所 ４階 会議室 

３. 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

        第２号 選挙人名簿の選挙時登録について 

        第３号 その他 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３７３７３７３７号号号号    

 公職選挙法（昭和２５年法第１００号）第２３条第１項及び同法施行令第１４条の規定により、大

和高田市選挙人名簿の決定の基準日、登録日、縦覧日及び縦覧場所は次のとおり定めます。 

  平成２３年４月１０日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１．基 準 日  平成２３年４月１６日 

２．登 録 日  平成２３年４月１６日 

３．縦 覧 日  平成２３年４月１７日 

４．縦覧場所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

        大和高田市役所  ３階 選挙管理委員会事務室 

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会    
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選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第３８３８３８３８号号号号    

 平成２３年４月１０日執行の奈良県知事選挙及び奈良県議会議員選挙における各投票区の投票立会

人を次のとおり変更した。 

  平成２３年４月１０日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会選挙管理委員会告示第告示第告示第告示第３９３９３９３９号号号号    

 平成２３年４月１６日に選挙人名簿に登録する者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面を、平

成２３年４月１７日に、次の場所で縦覧に供する。 

  平成２３年４月１４日  

大和高田市選挙管理委員会   

委員長 西 清 一   

  縦覧場所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

        大和高田市役所 ３階 選挙管理委員会事務室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４０４０４０４０号号号号    

 平成２３年４月１６日現在の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙の選挙権を有する者の

総数の３分の１、６分の１及び５０分の１の数は、次のとおりである。 

  平成２３年４月１６日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

   ３分の１の数１９，２０２人 

   ６分の１の数 ９，６０１人 

  ５０分の１の数 １，１５３人 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４１４１４１４１号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙における、公職選挙法（昭和２５年法律 第１００

号）第１４４条の２第４項、第５項、第８項および第１０項の規定に基づき設置したポスター掲示場

の設置場所は、別紙のとおりであり区画数は、６区画とする。設置完了日は、平成２３年４月１６日

とし、掲示のできる日は次のとおりである。 

  平成２３年４月１６日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 掲示の日  平成２３年４月１７日 

 設置場所  別紙のとおり 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４２４２４２４２号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市議会議員選挙における、公職選挙法（昭和２５年法律第１

００号）第１４４条の２第４項、第５項、第８項および第１０項の規定に基づき設置したポスター掲

示場の設置場所は、別紙のとおりであり区画数は、３０区画とする。設置完了日は、平成２３年４月

１６日とし、掲示のできる日は次のとおりである。 

  平成２３年４月１６日 
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大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 掲示の日  平成２３年４月１７日 

 設置場所  別紙のとおり 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４３４３４３４３号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における各投票区の投

票所は別紙の場所に設ける。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

  市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４４４４４４４４号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙に使用する投票用紙の色を次のとおり定める。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１.大和高田市長選挙      白色の用紙に黒色の印刷 

２.選挙管理委員会の印     刷り込み 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４５４５４５４５号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市議会議員選挙に使用する投票用紙の色を次のとおり定める。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１.大和高田市議会議員選挙   うぐいす色の用紙に黒色の印刷 

２.選挙管理委員会の印     刷り込み 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４６４６４６４６号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における各投票区の投

票管理者及びその職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４７４７４７４７号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における投票及び開票

の順序を次のとおり定める。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１.投票の順序  （１）大和高田市長選挙 （２）大和高田市議会議員選挙 

２.開票の順序   大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙を同時に行う。 
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選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４４４４８８８８号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における選挙長及びそ

の職務を代理すべき者を次のとおり選任した。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第４９４９４９４９号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長及び大和高田市議会議員選挙における公職選挙法（昭和

２５年法律第１００号）第４９条の規定による大和高田市選挙管理委員会委員長が不在者投票管理者

として管理する不在者投票用の投票用紙及び同封筒の交付場所ならびに不在者投票の記載場所を次の

とおり定める。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１．不在者投票所 

  大和高田市大字大中１００番地の１ 

  大和高田市役所 ３階 東会議室 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第５０５０５０５０号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２の規定による大和高田市期日前投票所を次のとおり定め

る。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１. 期日前投票所        大和高田市大字大中１００番地の１ 

                 大和高田市役所 ３階 東会議室 

２. 期日前投票所を設ける期間  平成２３年４月１８日から平成２３年４月２３日まで  

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第５１５１５１５１号号号号    

 大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙を次のように執行する。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１.選挙の日       平成２３年４月２４日 

２.選挙すべき議員数   １８人 

 

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第５２５２５２５２号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における期日前投票所

投票管理者及びその職務を代理する者を次のとおり選任します。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   
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委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

 

選挙管理委員会告選挙管理委員会告選挙管理委員会告選挙管理委員会告示第示第示第示第５５５５３３３３号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第７９条第１項の規定により、開票の事務は選挙会場において選挙会

の事務とあわせて行います。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

    

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第５４５４５４５４号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第１７５条の２の規定による候補者の氏名及び党派別を記載する順序

を定めるくじは、次の日時及び場所において行う。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１. 日 時  平成２３年４月１７日 午後５時１５分 

２. 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

        大和高田市役所 ４階 合同委員会室 

    

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第５５５５５５５５号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における選挙公報の発

行に関する条例（昭和５３年大和高田市条例第４６号）第２号の規定による選挙公報の掲載文を掲載

する順序を定めるくじを、次の日時及び場所において行います。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１. 日 時  平成２３年４月１７日 午後５時３０分 

２. 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

        大和高田市役所 ４階 合同委員会室 

    

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第５５５５６６６６号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第７７条第１項及び第７８条の規定により、選挙会の日時及び場所を

次のとおり定めます。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１．日 時  平成２３年４月２４日 午後９時００分開始 

２．場 所  大和高田市幸町１１番１４号 大和高田市立総合体育館   

    

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第５７５７５７５７号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における期日前投票立
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会人を次のとおり選任した。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

    

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第５５５５８８８８号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第１９４条の規定による選挙運動費用の支出制限額を次のとおり定め

ます。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

１．大 和 高 田 市 長 選 挙   候補者１名につき  ７，７６６，０００円  

２．大和高田市議会議員選挙    候補者１名につき  ３，８０３，４００円 

    

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第５９５９５９５９号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における各投票区の投

票立会人を次のとおり選任した。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

    

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６０６０６０６０号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年４月１７日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１. 日 時  平成２３年４月２４日（日）午前９時００分 

２. 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 東会議室 

３. 議 案  第１号 公職選挙法第２８条第１号、第２号及び第３号の規定による抹消について 

       第２号 その他 

    

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６１６１６１６１号号号号    

 大和高田市選挙管理委員会を次のとおり招集する。 

  平成２３年４月１８日 

大和高田市選挙管理委員会 

 委員長 西 清 一   

１. 日 時  平成２３年４月２５日（日）午前９時００分 

２. 場 所  大和高田市大字大中１００番地の１ 

       大和高田市役所 ３階 東会議室 

３. 議 案  第１号 大和高田市長選挙の当選者について 

       第２号 大和高田市議会議員選挙の当選者について               
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       第３号 その他 

    

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６２６２６２６２号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙において、次の者が当選しました。 

  平成２３年４月２５日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

    

選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第選挙管理委員会告示第６３６３６３６３号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市議会議員選挙において、別紙の者が当選しました。 

  平成２３年４月２５日 

大和高田市選挙管理委員会   

 委員長 西 清 一   

 市役所前の掲示場に掲示済み。 

    

選挙選挙選挙選挙長長長長告示第告示第告示第告示第１１１１号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における選挙長印を次

のとおり定めます。 

  平成２３年４月１７日 

  大和高田市長選挙       

 大和高田市議会議員選挙    

選挙長 西 清 一   

 大和高田市公職選挙事務執行規程第２条の５に定める印とする。 

 

選挙選挙選挙選挙長長長長告示第告示第告示第告示第２２２２号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙における選挙長の事務

取扱場所を次のとおり定めます。 

  平成２３年４月１７日 

 大和高田市長選挙       

 大和高田市議会議員選挙    

選挙長 西 清 一   

 事務取扱場所        大和高田市大字大中１００番地の１ 

１．選挙期日の告示日     大和高田市役所 ４階議場 

２．告示日の翌日以降     選挙管理委員会事務室 

 

選挙選挙選挙選挙長長長長告示第告示第告示第告示第３３３３号号号号    

 平成２３年４月２４日執行の大和高田市長選挙及び大和高田市議会議員選挙において、公職選挙法

（昭和２５年法律第１００号）第７６条の規定により準用する同法第６２条第２項及び第４項の規定

により、選挙立会人として届出のあった者が１０人を超えるとき及び同一政党に属する者が３人以上

あるときにおけるくじを行う日時及び場所を次のとおり定めます。 

  平成２３年４月１７日 

 大和高田市長選挙       

 大和高田市議会議員選挙    

選挙長 西 清 一   



平成２３年５月１０日（火）       大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公大 和 高 田 市 公 報報報報              第２６８号 

 33

１．日 時    平成２３年４月２１日  午後５時３０分 

２．場 所    大和高田市大字大中１００番地の１ 

         大和高田市役所 ４階 合同委員会室 

 

公平委員会規則第公平委員会規則第公平委員会規則第公平委員会規則第１１１１号号号号    

 大和高田市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

  平成２３年３月３１日 

                               大和高田市公平委員会   

委員長 阪 口 治   

   大和高田市管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則 

 大和高田市管理職員等の範囲を定める規則（昭和４１年公平委員会規則第１号）の一部を次のよう

に改正する。 

 別表中「の係長（保険給食係長を除く。）」を「学校教育係長」に改める。 

   附 則 

この規則は、平成２３年４月１日から施行する。 

 

 

水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第水道事業告示第４４４４号号号号    

大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者規程（平成１０年企業管理規程第２号）第５条の規定

により、次の者を大和高田市水道事業指定給水装置工事事業者に指定したので、同規程第１０条第１

号の規定により告示する。 

平成２３年５月１日 

    大和高田市水道事業管理者 

      大和高田市長 吉 田 誠 克   

業者名            代表者名   所在地 

 株式会社大角水道設備工業所  大角 豊彦  奈良県生駒郡三郷町城山台１丁目４番３０号 

 大東建設株式会社       山下 善一  奈良県橿原市石原田町２９７番地の１２ 

 平城設備           岡西 浩希  奈良県奈良市西ノ京町１番３７号 

    

    

公営企業公営企業公営企業公営企業    


